
 

 

伊勢崎市都市計画部所管施設ネーミングライツ事業募集要項 

（令和６年度第１回募集） 
この募集要項は、以下の市有施設に企業名や商品名等を冠した愛称を決定す

る権利（以下「命名権」という。）を付与される事業者等（以下「命名権者」と
いう。）に関する募集⽅法等を定めたものです。 
 

１ 対象施設※1 

（１）所在地及び希望⾦額 
番 号 施設名・所在地 希望金額(年額) ※2 備 考 

1 
伊勢崎市子供のもり公園伊勢崎 

伊勢崎市⾺⾒塚町 1808 番地 1 100 万円以上  

2 
伊勢崎市ラブリバー親水公園うぬき 

伊勢崎市安堀町 1292 番地  70 万円以上  

3 
伊勢崎市境ふれあいパーク 

伊勢崎市境⽊島 823 番地  50 万円以上  

4 
伊勢崎市利根川水辺プラザ公園 

伊勢崎市境島村 1268 番地 2  30 万円以上  

5 
伊勢崎市とね公園 

伊勢崎市飯島町 554 番地  20 万円以上  

6 
伊勢崎市茂呂中央公園 

伊勢崎市茂呂町⼆丁⽬ 3553 番地 1  15 万円以上  

7 
伊勢崎市国定公園 

伊勢崎市国定町⼆丁⽬ 1768 番地 1 外  15 万円以上  

8 
伊勢崎市宮子東公園 

伊勢崎市宮⼦町 3614 番地  15 万円以上  

9 
伊勢崎市グリーンパーク 

伊勢崎市波志江町 2237 番地 1  15 万円以上  

10 
伊勢崎市境公園 

 伊勢崎市境 487 番地 2 外 
 10 万円以上  

※１ 施設の概要は、「12 ネーミングライツ対象施設調書」をご覧下さい。 
※２ 希望⾦額は、消費税及び地⽅消費税を除く⾦額です。希望⾦額未満で 

の応募も可能ですが、応募⾦額は、審査の際の評価対象です。 
  
（２）命名権付与期間 

始期は令和 6 年 10 ⽉ 1 ⽇、期間は３年以上５年以下の範囲内とします。ま



 

 

た、期間の始期及び終期が会計年度途中となる場合、⽉割計算した額をその年
度の命名権料として算出します。なお、期間に１⽉未満の端数があるときは、
その期間を１⽉として計算します。 

指定管理者制度導⼊施設については、その指定期間を考慮し、命名権付与期
間を別に設定することができます。 

 

２ 募集概要 

（１）愛称使⽤に係る条件 
①催事により愛称の使⽤ができない場合は、条例上の施設名称を使⽤するこ

とがあります。また、愛称が定着するまで（おおむね１年程度）の間、条
例上の施設名称を併記することがあります。 

②利⽤者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称変更は原則認められません。 
③公共の施設にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の視

点から市⺠の理解が得られるものとし、以下の内容を含まない愛称として
下さい。 

 (ア) 法令⼜は条例、規則等に違反し、⼜は抵触するおそれのあるもの 
(イ) 公の秩序⼜は善良な⾵俗に反し、⼜は反するおそれがあるもの 
(ウ) ⼈権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの 
(エ) 政治活動及び宗教活動に関するもの 
(オ) 意⾒広告、個⼈的宣伝、名刺広告その他これらに類するもの 
(カ) 美観⾵致を害するおそれがあるもの 
(キ) 消費者被害の未然予防及び拡⼤防⽌の観点から適切でないもの 
(ク) ⻘少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの 
(ケ) 前各号に掲げるもののほか、市⻑が愛称として適当でないと認め 

るもの 
  ④市内に既に存在する施設の名称や愛称は使⽤できません。また、複数のネ

ーミングライツ対象施設に応募する場合、それぞれの施設で同⼀の愛称
とする内容で応募することはできません。 

  ⑤以下、各施設の個別の条件を満たして下さい。 
１. 伊勢崎市⼦供のもり公園伊勢崎 

・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 
２. 伊勢崎市ラブリバー親⽔公園うぬき 

    ・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 
３. 伊勢崎市境ふれあいパーク 

   ・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 
 



 

 

４. 伊勢崎市利根川⽔辺プラザ公園 
・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

５. 伊勢崎市とね公園 
・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

６. 伊勢崎市茂呂中央公園 
・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

７. 伊勢崎市国定公園 
・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

８. 伊勢崎市宮⼦東公園 
・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

９. 伊勢崎市グリーンパーク 
・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

10.伊勢崎市境公園 
 ・⼀部に「公園」⼜は、「パーク」のいずれかを使⽤すること。 

 
（２）施設等への愛称表⽰ 

①募集する愛称は、⼀般的な呼称として⽤いられる名称をいい、条例上の施 
設名称を変更するものではありません。 

②愛称表⽰は、施設銘板や案内板等の付替（以下「表⽰変更」という。）、契
約締結後に作成するパンフレット、封筒等の市の印刷物や、市ホームペー
ジの変更を原則とします。ただし、市が作成する施設のパンフレットは、
既存の物を廃棄せず使⽤し、使い切った時点で愛称を反映したものを新
たに作成します。 

③屋外広告物条例の規制や施⼯範囲、実施時期及び内容（デザインや⼤きさ） 
等について、市と協議のうえ表⽰変更を⾏います。 

④表⽰変更に伴う⼯事は、命名権者が施⼯するものとします。また、⼯事は 
愛称使⽤期間開始以降（10 ⽉ 1 ⽇以降）に着⼿できるものとします。 

⑤道路標識等の表⽰変更は、市や関係機関と協議のうえ変更可能な表⽰に 
ついて、命名権者が施⼯するものとします。 

  ⑥新規看板等の設置については、設置の可否も含め市や関係機関と協議の 
うえ決定し、命名権者が施⼯するものとします。 

  ⑦変更や新規設置した看板等の表⽰は、命名権者が契約期間満了までに 
原状回復を完了させるものとします。 

 
（３）愛称使⽤に伴う費⽤負担 

①命名権料は、命名権者が負担します。 



 

 

②敷地内外の表⽰（施設看板、道路標識等）の変更に係る費⽤は、命名権者 
が負担します。 

  ③契約期間満了（契約解除を含む。）に伴う原状回復費⽤は、命名権者が負 
担します。 

  ④契約締結後に作成する施設のパンフレット、封筒等の印刷物や、ホーム 
   ページの表⽰の変更に係る費⽤は、市⼜は指定管理者が負担します。 
 
３ 応募資格 

次に掲げる業種⼜は事業者等は、ネーミングライツ事業による契約の当事者
となることができません。 
（１）⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１ 

２２号）第２条第１項に規定する⾵俗営業、同条第５項に規定する性⾵俗
関連特殊営業その他これらに類似する業種 

（２）貸⾦業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸⾦業 
（３）たばこ製造に関する業種 
（４）ギャンブル（本市が関連する公営ギャンブル及び宝くじは除く。）に関す

る業種 
（５）法律に定めのない医療類似⾏為を⾏う機関、施設等 
（６）占い及び運勢判断に関する業種 
（７）興信所、探偵事務所等 
（８）債権取⽴て、⽰談引受け等を業とするもの 
（９）本市⼜は他の地⽅公共団体における⼀般競争⼊札等の参加を制限されて 

いるもの 
（10）法令⼜は条例、規則等（以下「法令等」という。）に基づく必要な許可等 

を受けることなく業を⾏うもの 
（例）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に

基づく市⻑の許可を受けず、違法に廃棄物の処理を⾏うもの（不⽤品を
買い取る⼜は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費、作
業代等を要求し、実質的に処理料⾦を徴収するものも該当する。） 

（11）会社更⽣法（平成１４年法律第１５４号）⼜は⺠事再⽣法（平成１１年法
律第２２５号）の規定による更⽣⼜は再⽣の⼿続中のもの 

（12）国税及び地⽅税について滞納があるもの 
（13）法令等に違反し、⼜は抵触するおそれがあるもの 
（14）⾏政機関からの⾏政指導を受け、改善がなされていないもの 
（15）前各号に掲げるもののほか、市⻑が命名権者として適当でないと判断し 

た業種⼜は事業者等 



 

 

４ 応募方法 

（１）募集期間 
令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇（⽉）午前９時００分から 
令和 6 年 5 ⽉３1 ⽇（⾦）午後５時００分まで（郵送の場合必着） 

 
（２）提出書類 

原則、以下のとおりとする。 
①申込書（様式第１号） 
②法⼈等の概要を記載した書類（任意様式） 

・会社案内などのパンフレット等 
③定款、寄附⾏為⼜はこれらに類する書類 
④法⼈の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

・登記義務がない場合、公的機関が発⾏した代表者等の所在がわかる書類 
⑤直近１事業年度分の決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）、事業報告 

書⼜はこれらに類する書類 
⑥国税及び地⽅税に滞納がないことを証する書類（下記証明書を各１部） 

・市町村が発⾏する納税証明書（完納証明書）(市役所等で発⾏) 
・都道府県が発⾏する納税証明書（完納証明書）（⾏政県税事務所等） 
・国が発⾏する未納の税額がないことを証する納税証明書(税務署等） 
  法⼈については、納税証明書（その３の３） 
  法⼈以外については、納税証明書（その３の２） 

⑦誓約書（様式第２号） 
  ※提出書類について、ご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。 

連絡先 伊勢崎市役所 都市計画部公園緑地課 維持管理係 
電話番号 0270-27-2769 （直通） 
電⼦メール  kouen＠city.isesaki.lg.jp 

（３）提出部数 
正本１部、副本１部（副本はコピー可） 
※複数施設について応募する場合、（2）②〜⑥についてはコピー可。 
 

（４）提出⽅法 
①希望する施設ごとに提出書類を作成の上、持参⼜は郵送により提出して 

下さい。 
提出先 〒372-8501 伊勢崎市今泉町⼆丁⽬ 410 番地 
    伊勢崎市役所 都市計画部公園緑地課 維持管理係 

（本庁舎本館５階） 



 

 

②持参する場合は、午前９時から午後５時の間（正午から午後１時まで、 
⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇等の閉庁⽇を除く。）に持参して下さい。 

③郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な⽅法により提出して下さい。 
 
（５）質問の受付 

①質問⽅法 
質問票（任意様式）により、電⼦メール⼜はファクシミリで下記まで提出
して下さい。質問の際には、法⼈名等・担当者名を明記した返信先を必ず
記載して下さい。 

提出先  伊勢崎市役所 都市計画部公園緑地課 維持管理係 
電⼦メール  kouen＠city.isesaki.lg.jp 
ファクシミリ 0270-23-0601 

    
②質問受付期間 

令和 6 年 4 ⽉ １⽇（⽉）午前 9 時００分から 
令和 6 年 5 ⽉ 15 ⽇（⽔）午後５時００分まで 

③回答⽅法 
質問票による問合せは、電⼦メール⼜はファクシミリで回答いたします。 
※質問により、全ての申込者にお知らせすべき事項が新たに発⽣した場 

合は、質問した事業者等が特定できない形で随時ＨＰに掲載します。 
 
（６）留意事項 

①必要に応じて追加書類を求めることがあります。 
②提出された申込書等は、審査以外に無断で使⽤しないものとします。 
③提出された申込書等は、伊勢崎市都市計画部所管施設ネーミングライツ 

   査委員会（以下「審査会」という。）へ提⽰するほか、関係機関に意⾒を
求める⽬的で必要な範囲に限定して複製することがあります。 

④提出された申込書等の変更、差替え、再提出及び返却には応じられません。 
⑤情報公開請求があった場合は、伊勢崎市情報公開条例に基づき公開する 
 ことがあります。 
⑥書類提出後、応募を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出して下さい。 
⑦法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっている名称を使⽤ 

して⽣じた責任は申込者が負うことになります。 
⑧申込者は同⼀の施設において複数の応募を⾏うことはできません。 
⑨応募に関し必要な費⽤は、申込者の負担となります。 
⑩市が提⽰する資料は、応募を⾏う⽬的以外に使⽤することはできません。 



 

 

５ 選定方法 

（１）審査 
審査会を設置し、応募のあった施設について、ネーミングライツ事業の契約

について市と優先的に交渉することができる事業者等（以下「優先交渉権者」
という。）の選定を⾏います。なお、審査会は、⾮公開で⾏います。 

 
（２）選定基準 

別に定める『伊勢崎市都市計画部所管施設ネーミングライツ事業優先交渉権
者審査基準』に基づき、優先交渉権者を審査会で選定します。 

なお、選定過程において申込者からのヒアリングを実施させていただく場合
がありますので、ヒアリングを⾏う場合は、⽇時、会場、留意事項等を後⽇案
内します。 

 
（３）失格事由 

次のいずれかに該当する場合は、失格となります。 
①提出書類に虚偽の記載をした場合 
②提出書類に不備がある場合 
③愛称使⽤に係る条件、応募資格に違反している場合 
④応募⾦額が、市の希望⾦額に対して 75 パーセントに満たない申込者 
⑤その他不正⾏為があった場合 

 
（４）選定結果の通知 

申込者全員に、選定結果を⽂書で通知します。 
 
（５）協議及び契約 

市は優先交渉権者と速やかにネーミングライツ事業の実施に関する協議を 
⾏い、協議が整った場合は契約を締結します。 

施設の管理運営を指定管理者が⾏っている場合は、ネーミングライツ事業 
に関し必要な事項について優先交渉権者と協議することがあります。 

なお、優先交渉権者と市との協議等が滞り、事業の履⾏が確実でないと市 
 が判断した場合は、優先交渉権者の決定を取り消すことがあり、次点の順位の

申込者とネーミングライツ事業の実施に関する協議を⾏うことがあります。 
 
６ 新名称（愛称）の周知 

市は新名称（愛称）周知のため、命名権者と契約を締結した後に、可能な限り
次の広報等を⾏います。 



 

 

①命名権者の企業名及び愛称等の決定について、ホームページ等で公表しま 
す。 

②市の各種広報印刷物やホームページ等において愛称を使⽤します。 
 
７ 命名権料の納入 

 命名権料は、原則として年度ごとに⼀括で納⼊していただきます。 
 
８ 契約の解除 

契約を締結した後に命名権者が次の事項に該当した場合は、市は契約を解除
することができるものとします。 

①指定する期⽇までに命名権料の納⼊がないとき。 
 ②命名権者が法令等に違反し、⼜はそのおそれがあるとき。 
 ③命名権者の社会的⼜は経済的信⽤が著しく失墜する事由が発⽣したとき。 

④命名権者から契約の解除の申出があったとき。 
なお、契約を解除したときは、市は既に納⼊された命名権料については、契約

を解除された命名権者（以下、「解約者」という。）に返還しないものとし、原状
回復に要する費⽤は、解約者に負担していただきます。また、契約解除に伴う違
約⾦は、契約書の定めに従って協議を⾏った上で解約者に負担していただきま
す。さらに、解約⽇以降、解約者と契約を締結しない場合があります。 
 
９ 契約の更新 

命名権者（解約者は除く。）は、契約期間が満了する８ヵ⽉前までに、契約を
更新する意思表⽰をすることで、次回の当該施設等のネーミングライツ事業の
募集に際して、優先的に交渉することができるものとします。 
 

１０ その他 

① 本要項により難いと判断される事項の取扱いについて、別途協議等をさせて
いただくことがあります。 

② 募集期間中及び募集締切後であっても、応募の有無、他社の申請内容等の問
い合わせについては、お答えすることはできません。 

 
 
 
 
 
 



 

 

１１ スケジュール 

令和 6 年度第 1 回募集におけるスケジュールは、以下の通りを予定していま
す。 

〇令和 6 年度 1 回募集のスケジュール 

令和 6 年 3 ⽉中旬 広報（3/16 号）による募集周知 
4 ⽉ 申込受付（2 か⽉） 4 ⽉ 1 ⽇（⽉）から 

5 ⽉ 31 ⽇（⾦）まで 5 ⽉ 
6 ⽉ 審査委員会・結果通知送付 
7 ⽉ 契約協議 
8 ⽉ 契約締結 
9 ⽉ 広報による愛称使⽤開始の周知予定 

10 ⽉ 愛称使⽤開始 10 ⽉ 1 ⽇（⽕）から 
 



１２　 ネーミングライツ対象施設調書

No 施設名 所在地 施設担当課 担当課問い合わせ先

1 伊勢崎市子供のもり公園伊勢崎 伊勢崎市馬見塚町1808番地1 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

2 伊勢崎市ラブリバー親水公園うぬき 伊勢崎市安堀町1292番地 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

3 伊勢崎市境ふれあいパーク 伊勢崎市境木島823番地 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

4 伊勢崎市利根川水辺プラザ公園 伊勢崎市境島村1268番地2 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

5 伊勢崎市とね公園 伊勢崎市飯島町554番地 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

6 伊勢崎市茂呂中央公園 伊勢崎市茂呂町二丁目3553番地1 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

7 伊勢崎市国定公園 伊勢崎市国定町二丁目1768番地1外 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

8 伊勢崎市宮子東公園 伊勢崎市宮子町3614番地 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

9 伊勢崎市グリーンパーク 伊勢崎市波志江町2237番地1 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

10 伊勢崎市境公園 伊勢崎市境487番地2外 公園緑地課

（TEL）0270-27-2769
（FAX）0270-23-0601
（E-mail）
kouen@city.isesaki.lg.jp

ネーミングライツ対象施設一覧（令和６年度第１回）

・提出書類の記載方法等は、質問票（任意様式）により電子メール又はファクシミリで都市計画部公園緑地課（電子メール：kouen＠
city.isesaki.lg.jp　ファクシミリ：0270-23-0601）にお問い合わせください。



ネーミングライツ対象施設調書 No.１ 

公園名 伊勢崎市子供のもり公園伊勢崎 

所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市馬見塚町 1808 番地 1 

公園の概要 

１ 供用開始年月日 平成 8 年３月 28 日 

２ 施設構成 芝生広場１面、公園遊具（アスレチ

ック、ブランコ、アニマル遊具など）、学習館（ま

ゆドーム）、駐車場 2 箇所（100 台） 

３ 敷地面積 41,507 ㎡ 

４ 年間利用実績 学習館利用者約 33,000 人 

（一般の利用者は未集計） 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 １２箇所 

セールスポイント

子供のもり公園伊勢崎には、子どもたちがのびのび

と活動ができるような芝生広場やぼうけん山などが

あります。井戸水を使った小川もあり、ビオトープを

構成しています。動植物が生息可能な森では、クワガ

タなど様々な昆虫を観察することができます。

外観写真等 

付近見取り図 

（アクセス）
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        ネーミングライツ対象施設調書       No.２ 

公園名 伊勢崎市ラブリバー親水公園うぬき 

所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市安堀町 1292 番地 

公園の概要 

１ 供用開始年月日  平成 13 年 3 月 30 日 

２ 施設構成 多目的広場 1 面、バーベキューサイ

ト 20 箇所、駐車場 2 個所（131 台） 

３ 敷地面積   90,077 ㎡ 

４ 年間利用実績 バーベキューサイト約 300 人

（一般の利用者は未集計） 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 ３箇所 

セールスポイント 

ラブリバー親水公園うぬきは、広瀬川の河川高水敷

を利用して、自然との調和を図りながらレクリエー

ション活動の場として整備しました。園内にはバー

ベキュー広場、多目的広場を設け市民の憩いの場と

して利用されています。園路に沿って植栽されてい

る約 180 本の桜は、美しい桜並木を演出します。 

 

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 

 



公
園

名
称

伊
勢

崎
市

ラ
ブ

リ
バ

ー
親

水
公

園
う

ぬ
き

所
在

地

０
１
０
０

２
０
０
ｍ

伊
勢

崎
市

安
堀

町
1
2
9
2
番

地
調

書
番

号
№

2

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場

多
目

的
広

場
芝

生
広

場
広

瀬
川

駐
車

場
（

5
9台

）

駐
車

場
（

72
台

）

（
バ

ー
ベ

キ
ュ

ー
サ

イ
ト

2
0
箇

所
）

バ
ー

ベ
キ

ュ
ー

広
場

管
理

棟
□

公
園

区
域

桜
の

様
子

園
内

の
様

子

バ
ー

ベ
キ

ュ
ー

広
場



ネーミングライツ対象施設調書       No.３ 

公園名 伊勢崎市境ふれあいパーク 

所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市境木島 823 番地 

公園の概要 

１ 供用開始年月日  平成１７年 3 月 31 日 

２ 施設構成 多目的広場 1 面、公園遊具（アニマ

ル遊具、スプリング遊具、コンビネーション遊具、

シーソー）、水生植物園、駐車場 14 台 

３ 敷地面積   63,152 ㎡ 

４ 年間利用実績 産業祭約 10,000 人（一般の

利用者は未集計） 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 １箇所 

セールスポイント 

境ふれあいパークは、約 2 ヘクタールの広大な芝生

を中心に、文化センターが隣接し児童館が併設され

ている公園で、サッカー大会や各種イベントなど幅

広く利用されています。南にある水生植物園では、珍

しい野鳥が見られることもあり、野鳥観察する方も

多くいます。 

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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ネーミングライツ対象施設調書       No.４ 

公園名 伊勢崎市利根川水辺プラザ公園 

所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市境島村 1268 番地 2 

公園の概要 

１ 供用開始年月日  平成 18 年 9 月 29 日 

２ 施設構成 駐車場 51 台、駐輪場 3 箇所（30

台） 

３ 敷地面積   53,109 ㎡ 

４ 年間利用実績 島村渡船フェスタ約 2,000 人 

（一般の利用者は未集計） 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 １箇所 

セールスポイント 

利根川水辺プラザ公園は、利根川沿いに位置し、公園

の南側はサイクリングロードと隣接していることか

ら、サイクリングを楽しむ方々の休憩場所として利

用されています。公園全体が大きく開けていること

から、遠方には上毛三山を楽しむこともできます。 

 

 

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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ネーミングライツ対象施設調書       No.５ 

公園名 伊勢崎市とね公園 

所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市飯島町 554 番地 

公園の概要 

１ 供用開始年月日  昭和 52 年 3 月 31 日 

２ 施設構成 野球グラウンド 1 面、テニスコート

2 面、駐車場 16 台 

３ 敷地面積   14,064 ㎡ 

４ 年間利用実績 テニス利用者 300 人（野球グ

ラウンド利用者・一般の利用者は未集計） 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 ２箇所 

セールスポイント 

とね公園は、南部工業団地内に位置し、野球グラウン

ドやテニスコートが設置されている公園で、若い世

代から年配の方々まで年間を通して利用されていま

す。公園を囲うように、遊歩道も整備されているの

で、自然を楽しみながらウォーキングを行うことが

できます。 

 

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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ネーミングライツ対象施設調書       No.６ 

施設名 茂呂中央公園 

施設所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市茂呂町二丁目３５５３番地１ 

施設の概要 

１ 供用開始年月日  平成１９年３月３０日 

２ 施設構成 芝生広場１面、公園遊具（アスレチ

ック、滑り台、健康遊具など）、駐車場２８台 

３ 敷地面積   ２３，０４３ ㎡ 

４ 年間利用実績 未集計 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 １ 箇所 

セールスポイント 

茂呂中央公園は住宅街の中にあり、国道３５４号線

をはさみ、北側にショッピングモールがあります。園

内は、中央に多目的広場(芝生広場)を有し、南側に遊

具ゾーン(滑り台、ブランコ、健康遊具等)が整備され

ており、幅広い年齢層が利用できる公園です。 

 

備 考  

外観写真等 

 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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         ネーミングライツ対象施設調書       No.７ 

施設名 国定公園 

施設所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市国定町二丁目 1768 番地１ 外 

施設の概要 

１ 供用開始年月日  平成 1８年８月１0 日 

２ 施設構成 噴水１台、公園遊具（アスレチック

遊具、ロープウェイなど）、駐車場３８台 

３ 敷地面積   ２７，０００ ㎡ 

４ 年間利用実績 未集計 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 ２ 箇所 

セールスポイント 

国定公園は、北側に JR 両毛線(国定駅)西側にきく児

童館及び国定駐在所、東側にあずま北小学校があり、

児童生徒や近隣住民の身近な遊び場・健康増進の場

として親しまれています。 

 

 

備 考  

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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ネーミングライツ対象施設調書       No.８ 

施設名 宮子東公園 

施設所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市宮子町３６１４番地 

施設の概要 

１ 供用開始年月日  平成 1０年３月 3１日 

２ 施設構成 多目的広場 1 面、公園遊具（コンビ

ネーション遊具、スプリング遊具、滑り台など）、

駐車場３０台  

３ 敷地面積    ２０，０３１㎡ 

４ 年間利用実績 未集計 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 １ 箇所 

セールスポイント 

宮子東公園の地形は平坦で、芝生地が多い公園です。

少年野球やグラウンドゴルフなどの多目的利用が可

能となっており、若い世代から年配の方々まで年間

を通して利用されています。また、幼児向けの複合遊

具があり、平日での利用も多い公園です。 

 

備 考  

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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ネーミングライツ対象施設調書       No.９ 

施設名 グリーンパーク 

施設所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市波志江町２２３７番地１ 

施設の概要 

１ 供用開始年月日  平成３年３月２６日 

２ 施設構成 公園遊具（アスレチック遊具、ロー

プウェイなど）、駐車場４３台 

３ 敷地面積   １８，５００ ㎡ 

４ 年間利用実績 未集計 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 １ 箇所 

セールスポイント 

グリーンパークは市北部に位置し、地形は丘陵地の

ような公園になっています。地形を活かし、アスレチ

ックや様々な遊具が多く設置されています。また、サ

クラ、モミジ、ナンキンハゼなどの樹木が植栽されて

おり、季節の変化を感じられる公園です。 

 

 

備 考  

外観写真等 

 

 

付近見取り図 
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ネーミングライツ対象施設調書       No.１０ 

施設名 境公園 

施設所管課名 都市計画部公園緑地課 

所在地 伊勢崎市境４８７番地２ 外 

施設の概要 

１ 供用開始年月日  昭和５１年１２月９日 

２ 施設構成 山砂広場、公園遊具（ブランコ、ロ

ッキング遊具等）、駐車場 

３ 敷地面積   ４，８００ ㎡ 

４ 年間利用実績 未集計 

５ 管理運営形態 直営 

案内看板等の数 ２ 箇所 

セールスポイント 

境公園は北側に伊勢崎高等特別支援学校や境小学

校、南側に境南中学校があり、地域の学生や住民の身

近な遊び場・憩いの場として親しまれています。 

 

 

 

備 考  

外観写真等 

 

付近見取り図 

（アクセス） 
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